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基準病床数について

○ 療養病床及び一般病床の基準病床数

※既存病床数が基準病床数を上回っていても病床数を削減する必要はありません。

○ 第８次熊本県保健医療計画 １８，７２８床（一般；１５，８４７床、療養；２，８８１床）

二次保健
医療圏

第８次保健医療計画
基準病床数

既存病床数
（R5.4.1時点）

熊本・上益城 １０，９８９床 １２，４３８床

宇 城 ７０１床 ９４３床

有 明 １，１９３床 １，５０９床

鹿 本 ４６７床 ６２８床

菊 池 １，５２５床 １，５２７床

阿 蘇 ２９６床 ６６０床

八 代 １，４１４床 １，６２０床

芦 北 ４５４床 ８３６床

球 磨 ８０９床 １，０９４床

天 草 ８８０床 １，８３５床

合 計 １８，７２８床 ２３，０９０床
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○地域の医療を担う関係者の理解を得られる計画とされているか。

○資金面・人員確保面等、実現可能な設置計画とされているか。

※ 病床の「枠」のみ確保する趣旨の計画は、病床の設置時期

が見通せないため、望ましくない。

○高度急性期・回復期の病床機能を担う計画とされているか。

他の病床機能である場合、地域が必要とする医療を提供する

計画とされているか。

○県全体の既存病床数は現在も過剰であるため、医療機関の移

転等に伴い、他圏域における病床数が削減されるか。

公募における審査の観点について

4



以下の①及び②を公募の対象とする。

①原則として令和８年度末（※保健医療計画の中間見直し年度）までに医療機関の開設・変更許可

を得られる見込みの整備計画

②菊池地域医療構想調整会議での合意を得られる見込みの整備計画

公募の内容について

公募の概要、提出された整備計画の審査方針は、以下のとおり。

１ 公募を行う二次保健医療圏及び病床数

・菊池保健医療圏 約５０床（現時点での見込み）

２ 事業者選定における審査方針

（１）菊池保健医療圏において不足している機能（高度急性期及び回復期）に係る病床、又は菊池

地域医療構想調整会議において特に必要とされる機能に係る病床の整備計画とされているか

（２）開設地市町からの同意が得られている病床の整備計画とされているか

（３）本県における二次保健医療圏の合計では、既存病床数が依然として基準病床数を大きく上

回っていることから、二次保健医療圏合計の既存病床数が増加しない病床の整備計画とされ

ているか

（１）～（３）の内容を別添の基準により２点から０点として計算する。

３ 病床の配分方法

２の方法により計算した結果、最も点数の大きい申請者から病床を配分する。結果が同点となる

場合は、申請が行われた病床数を按分して配分する。

なお、審査の結果、配分病床数が当初提出された整備計画を下回る場合、配分を受けた開設者

間で調整の上、整備計画の再提出を行うことは認める。
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公募の内容について

２点 １点 ０点

（１）

病床の整備計画が、高度急性
期及び回復期、又は菊池地域医
療構想調整会議において特に必
要とされる機能に係るものとされ
ている。

ー

病床の整備計画が、高度急性
期及び回復期、又は菊池地域医
療構想調整会議において特に必
要とされる機能に係るものとされ
ていない。

（２） ー

開設地市町から、病床の整備
計画について、同意を得ている。

開設地市町から、病床の整備
計画について、同意を得ていない。

※整備計画提出時に開設地市町
から病床整備計画に同意を得て
いない場合であっても、同意を
得るよう努める必要がある。

（３）

病床の整備計画が、本県にお
ける二次保健医療圏合計の既存
病床数が減少（同一の開設者に
よる病床数減少を伴う場合に限
る）するものとされている。

病床の整備計画が、本県にお
ける二次保健医療圏合計の既存
病床数が変わらない（同一の開
設者による病床数減少を伴う場
合に限る）ものとされている。

病床の整備計画が、本県にお
ける二次保健医療圏合計の既存
病床数が増加するものとされてい
る。

点数配分の基準（２点を満点とする）
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